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別紙１ 

神奈川県サービス管理責任者等研修受講者選考基準（基礎研修） 

 

神奈川県サービス管理責任者等研修の受講決定について、受講申込者数が定員を超過

する場合は、研修ごとに次の選考基準Ⅰから順に受講決定を行うこと。 

なお、選考について、事情を勘案する必要があると認められる場合は、神奈川県と協

議の上、決定すること。 

 

<選考基準> 

基準Ⅰ：神奈川県在住の者、又は県内指定障害福祉サービス事業所等に勤務している

申込者 

基準Ⅱ：基礎研修申込時点で補足研修を修了済みの者 

基準Ⅲ：県内指定障害福祉サービス事業所等からの推薦がある者 

基準Ⅳ：神奈川県内に法人本店又は法人本部がある県内指定障害福祉サービス事業所

等に勤務している申込者 

 

※県内指定障害福祉サービス事業所等とは、 

 神奈川県内にある、指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定障害児通

所支援事業所、指定障害児入所施設のことをいう。 


